
○江 田島 市 重度 心身 障害 者 医療 費支 給条 例  

平成 １６ 年 １１ 月１ 日  

条例 第１ １ ５号  

改正  平 成 １８ 年３ 月９ 日 条例 第２ ２号  

平成 １８ 年 ９月 ２６ 日条 例 第４ ４号  

平成 ２０ 年 ３月 ７日 条例 第 １４ 号  

（目 的）  

第１ 条  こ の条 例は ，重 度 心身 障害 者に 対 し， 医療 費の 一 部を 支給

する こと に より 保健 の向 上 に寄 与し ，も っ て重 度心 身障 害 者の 福

祉の 増進 を 図る こと を目 的 とす る。  

（用 語の 定 義）  

第２ 条  こ の条 例に おい て 「社 会保 険各 法 」と は， 次に 掲 げる 法律

をい う。  

(１ ) 健 康 保険 法（ 大正 １ １年 法律 第７ ０ 号）  

(２ ) 船 員 保険 法（ 昭和 １ ４年 法律 第 ７ ３ 号）  

(３ ) 国 家 公務 員共 済組 合 法（ 昭和 ３３ 年 法律 第１ ２８ 号 ）  

(４ ) 地 方 公務 員等 共済 組 合法 （昭 和３ ７ 年法 律第 １５ ２ 号）  

(５ ) 私 立 学校 教職 員共 済 法（ 昭和 ２８ 年 法律 第２ ４５ 号 ）  

（対 象者 ）  

第３ 条  こ の条 例の 規定 に より 医療 費の 支 給を 受け るこ と ので きる

者（ 以下 「 対象 者」 とい う 。） は， 市の 区 域内 に住 所を 有 する 者

であ って ， 国民 健康 保険 法 （昭 和３ ３年 法 律第 １９ ２号 ） の被 保

険者（ 同法 第１ １ ６条 の２ に 規定 する 病院 そ の他 の施 設へ の 入院 ，

入所 等に よ り， 市の 区域 外 に住 所を 有す る こと とな った 者 を含

む。 ）， 高 齢者 の医 療の 確 保に 関す る法 律 （昭 和５ ７年 法 律第 ８

０号 ）の 被 保険 者（ 同法 第 ５５ 条に 規定 す る病 院等 への 入 院， 入

所等 によ り ，広 島県 の区 域 外に 住所 を有 す るこ とと なっ た 者を 含

む。 ）又 は 社会 保険 各法 の 被保 険者 若し く は被 扶養 者で あ るも の

のう ち， 次 の各 号の いず れ かに 該当 する も のと する 。  



(１ ) 身 体 障害 者福 祉法 （ 昭和 ２４ 年法 律 第２ ８３ 号） 第 １５ 条

第４ 項の 規 定に より 交付 を 受け た身 体障 害 者手 帳に 身体 上 の障

害の 程度 が １級 ，２級 又は ３ 級で ある 者と し て記 載さ れて い る者  

(２ ) 昭 和 ４９ 年１ 月３ ０ 日付 け福 祉第 ３ ０８ 号広 島県 民 生部 長

通知 に基 づ く療 育 手 帳交 付 要綱 によ り療 育 手帳 の交 付を 受 けて

いる 者で 当 該療 育手 帳に 記 載さ れて いる 障 害の 程度 が（ (A)），A

又は （ (B)）で あ るも の  

２  次の 各 号の いず れか に 該当 する 者に つ いて は， 前項 の 規定 にか

かわ らず ， 対象 者と しな い 。  

(１ ) 生 活 保護 法（ 昭和 ２ ５年 法律 第１ ４ ４号 ）の 規定 に より 保

護を 受け て いる 者  

(２ ) 児 童 福祉 法（ 昭和 ２ ２年 法律 第１ ６ ４号 ）の 規定 に より 医

療の 給付（ ただ し ，障 害児 施 設医 療 を除 く。）を受 け るこ とが で

きる 者  

(３ ) 国 民 健康 保険 法の 被 保険 者で ，同 法 第１ １６ 条の ２ に規 定

する 病院 そ の他 の施 設へ の 入院 ，入 所 等に よ り，市 の区 域内 に 住

所を 有す る こと とな った 者  

(４ ) 高 齢 者の 医療 の確 保 に関 する 法律 の 被保 険者 で， 同 法第 ５

５条 に規 定 する 病院 等へ の 入院 若し くは 入 所に より ，市 の 区域 内

に住 所を 有 する こと とな っ た者  

(５ ) ６ ５ 歳以 上７ ５歳 未 満の 者で あっ て ，高 齢者 の医 療 の確 保

に関 する 法 律第 ５０ 条第 ２ 号に 規定 する 政 令で 定め る程 度 の障

害の 状態 で あり ，かつ ，同 号 に規 定 する 後期 高 齢者 医療 広域 連 合

の認 定を 受 けて いな いも の  

（医 療費 の 給付 ）  

第４ 条  市 長は ，対 象者 の 疾病 又は 負傷 に つい て国 民健 康 保険 法，

高齢 者の 医 療の 確保 に関 す る法 律又 は 社 会 保険 各法 の規 定 によ る

医療 に関 す る給 付が 行わ れ た場 合に おい て ，当 該医 療に 関 する 給

付の 額（ そ の者 が国 民健 康 保険 法， 高齢 者 の医 療の 確保 に 関す る



法律 又は 社 会保 険各 法に よ る療 養の 給付 を 受け たと きは ， 当該 療

養の 給付 の 額か ら当 該療 養 の給 付に 関す る これ らの 法律 の 規定 に

よる 一部 負 担金 に相 当す る 額を 控除 した 額 とす る。 ）が 当 該医 療

に要 する 費 用の 額に 満た な いと きは ，そ の 者に 対し ，そ の 満た な

い額 に相 当 する 額か ら次 の 各号 に定 める 額 を控 除し た額 を 医療 費

とし て支 給 する 。  

(１ ) 国 又 は地 方公 共団 体 の負 担に よる 医 療に 関す る給 付 が行 わ

れる 場合 に は，国 又は 地方 公 共団 体が 負担 す る医 療に 関す る 給付

相当 額  

(２ ) 入 院 時食 事療 養費 又 は入 院時 生活 療 養費 に係 る療 養 を受 け

たと きは ，当該 入 院時 食事 療 養費 又は 入院 時 生活 療養 費の 給 付に

関す る食 事 療養 標準 負担 額 又は 生活 療養 標 準負 担額 に相 当 する

額  

(３ ) 第 ５ 条の 規定 によ る 一部 負担 金相 当 額  

２  前項 の 医療 に要 する 費 用の 額は ，健 康 保険 の療 養に 要 する 費用

の額 （高 齢 者の 医療 の確 保 に関 する 法律 の 場合 は療 養の 給 付に 関

する 基準 ） によ り算 定し た 額と する 。た だ し， 現に 要し た 費用 の

額を 超え る こと がで きな い 。  

３  医療 費 は， 次の いず れ かに 該当 する 場 合は ，支 給し な い。  

(１ ) 対 象 者の 前年 の所 得 （１ 月か ら７ 月 まで の間 に受 け た医 療

に係 る医 療 費に つい ては ，前々 年 の所 得と す る。以 下同 じ。）が

その 者の 所 得税 法（ 昭和 ４ ０年 法 律第 ３３ 号 ）に 規 定す る控 除 対

象配 偶者 及 び扶 養親 族（ 以 下「 扶 養親 族等 」とい う。）の 有 無及

び数 に応 じ て，国 民年 金法 等 の一 部を 改正 す る法 律（ 昭和 ６ ０年

法律 第３ ４ 号）附 則第 ３２ 条 第１ １項 の規 定 によ りな おそ の 効力

を有 する も のと され た国 民 年金 法施 行令 等 の一 部を 改正 す る等

の政 令（ 昭 和６ １ 年政 令第 ５ ３号 ）によ る改 正 前の 国民 年金 法 施

行令 （昭 和 ３４ 年政 令第 １ ８４ 号。 以下 「 旧施 行令 」と い う。 ）

第６ 条の ４ 第１ 項に 規定 す る額 を超 える と き。  



(２ ) 対 象 者の 配偶 者（ 婚 姻の 届出 をし て いな いが ，事 実 上婚 姻

関係 と同 様 の事 情に ある 者 を含 む。）の 前 年の 所 得又 は対 象 者の

民法（明 治 ２９ 年 法律 第８ ９ 号）第 ８７ ７条 第 １項 に定 める 扶 養

義務 者で 主 とし て当 該対 象 者の 生計 を維 持 する もの の前 年 の所

得が その 者 の扶 養親 族等 の 有無 及び 数に 応 じて ，特別 児童 扶 養手

当等 の支 給 に関 する 法律 施 行令（ 昭和 ５０ 年 政令 第２ ０７ 号 ）第

２条 第２ 項 に規 定す る額 以 上で ある とき 。  

４  対象 者 が， 健康 保険 法 第６ ３条 第３ 項 第１ 号に 規定 す る保 険医

療機 関若 し くは 保険 薬局 又 は同 法第 ８８ 条 第１ 項に 規定 す る指 定

訪問 看護 を 行う 事業 所（ 以 下「 保険 医療 機 関等 」と いう 。 ）で 医

療を 受け た 場合 には ，市 は ，医 療費 とし て 当該 医療 を受 け た者 に

支給 すべ き 額の 限度 にお い て， その 者が 当 該医 療に 関し 当 該保 険

医療 機関 等 に支 払う べき 費 用を ，そ の者 に 代わ り， 当該 保 険医 療

機関 等に 支 払う こと がで き る。  

５  前項 の 規定 によ る支 払 があ った とき は ，当 該医 療を 受 けた 者に

対し ，医 療 費の 支給 があ っ たも のと みな す 。  

６  第３ 項 に定 める 所得 は ，旧 施行 令第 ６ 条に 定め る所 得 とし ，同

項に 規定 す る所 得の 額は ， 旧施 行令 第６ 条 の２ に規 定す る 計算 方

法に より 算 定し た額 とす る 。  

（一 部負 担 金）  

第５ 条  受 給者 は， 保険 医 療機 関等 につ い て医 療又 は指 定 訪問 看護

を受 けた と きは ，保 険医 療 機関 等（ 同一 の 医療 機関 にお け る歯 科

診療 及び 歯 科診 療以 外の 診 療は ，それ ぞれ 別 の医 療機 関と み なす 。

以下 同じ 。 ）ご とに １日 に つき ２０ ０円 （ 国民 健康 保険 法 ，高 齢

者の 医療 の 確保 に関 する 法 律若 しく は社 会 保険 各法 の規 定 によ る

一部 負担 金 又は 国若 しく は 地方 公共 団体 の 負担 によ る医 療 に関 す

る給 付に 係 る本 人負 担額 が ２０ ０円 に満 た ない 場合 は， 当 該満 た

ない 額。 第 ３項 にお いて 同 じ。 ）を ，一 部 負担 金と して 支 払う も

のと する 。 ただ し， 受給 者 が保 険医 療機 関 にお いて 医療 を 担当 す



る医 師又 は 歯科 医師 から 交 付さ れた 処方 せ んに より 保険 薬 局で 薬

剤の 支給 を 受け たと きは ， 一部 負担 金を 支 払う こと を要 し ない 。  

２  受給 者 は， 同一 の月 に 同一 の保 険医 療 機関 等に おい て 前項 の一

部負 担金 の 支払 いを ，次 の 各号 の区 分に 従 い， 当該 各号 に 規定 す

る回 数行 っ たと きは ，前 項 の規 定に かか わ らず ，前 項の 一 部負 担

金は ，そ の 月の その 後の 期 間内 に当 該保 険 医療 機関 等に お いて 医

療を 受け る 際， 支払 うこ と を要 しな い。  

(１ ) 病 院 又は 診療 所へ の 入院 及び その 療 養に 伴う 世話 そ の他 の

看護 に係 る 医療 を受 けた 場 合  １４ 回  

(２ ) 前 号 に掲 げる 医療 以 外の 医療 又は 指 定訪 問看 護を 受 けた 場

合  ４回  

３  受給 者 は， 柔道 整復 師 ，あ ん摩 マッ サ ージ 指圧 師， は り師 ，き

ゅう 師に よ る施 術を 受け た とき は， 施術 所 ごと に１ 日に つ き２ ０

０円 を， 一 部負 担金 とし て 支払 うも のと す る。 ただ し， 同 一の 月

に 同 一 の 施 術 所 に お い て 一 部 負 担 金 の 支 払 い を ４ 回 行 っ た と き は ，

その 月の そ の後 の期 間内 に 当該 施術 所に お いて 施術 を受 け る際 ，

一部 負担 金 を支 払う こと を 要し ない 。  

（医 療費 の 返還 ）  

第６ 条  市 長は ，対 象者 が 疾病 又は 負傷 に 関し 損害 賠償 そ の他 の給

付を 受け た 場合 にお いて ， これ らの 給付 の うち 医療 費の 支 給額 に

相当 する 給 付が ある と認 め られ ると きは ， その 価額 の限 度 にお い

て， 医療 費 の全 部若 しく は 一部 を支 給せ ず ，又 は既 に支 給 した 医

療費 の額 に 相当 する 金額 を 返還 させ るこ と がで きる 。  

２  市長 は ，偽 りそ の他 不 正の 手段 によ り 医療 費の 支給 を 受け た者

があ ると き は， その 支給 を 受け た医 療費 の 額に 相当 する 金 額の 全

部又 は一 部 を返 還さ せる こ とが でき る。  

（譲 渡又 は 担保 の禁 止）  

第７ 条  医 療費 の支 給を 受 ける 権利 は， 他 に譲 渡し ，又 は 担保 に 供

して はな ら ない 。  



（委 任）  

第８ 条  こ の条 例の 施行 に 関し 必要 な事 項 は， 規則 で定 め る。  

附  則  

（施 行期 日 ）  

１  この 条 例は ，平 成１ ６ 年１ １月 １日 か ら施 行す る。  

（経 過措 置 ）  

２  この 条 例の 施行 の日 の 前日 まで に， 合 併前 の江 田島 町 重度 心身

障害 者医 療 費給 付支 給条 例（昭 和 ４８ 年江 田 島町 条例 第３ ５ 号），

重度 心身 障 害者 医療 費支 給 条例（ 昭和 ４８ 年 能美 町条 例第 ２ １号 ），

沖美 町重 度 心身 障害 者医 療 費支 給条 例（ 昭 和４ ８年 沖美 町 条例 第

２９ 号） 又 は大 柿町 重度 心 身障 害者 医療 費 支給 条例 （昭 和 ４８ 年

大柿 町条 例 第２ ２号 ）の 規 定に より なさ れ た処 分， 手続 そ の他 の

行為 は， そ れぞ れこ の条 例 の相 当規 定に よ りな され たも の とみ な

す。  

附  則（ 平 成１ ８年 ３月 ９ 日条 例第 ２２ 号 ）抄  

（施 行期 日 ）  

１  この 条 例は ，平 成１ ８ 年８ 月１ 日か ら 施行 する 。  

（経 過措 置 ）  

２  この 条 例の 施行 の日 前 に受 けた 医療 に 係る この 条例 に よる 改正

前の 江田 島 市ひ とり 親家 庭 等医 療費 支給 条 例及 び江 田島 市 重度 心

身障 害者 医 療費 支給 条例 に よる 医療 費の 助 成に つい ては ， なお 従

前の 例に よ る。  

４  平成 １ ８年 ８月 １日 か ら平 成２ ０年 ７ 月３ １日 まで の 間に おけ

る第 ２条 の 規定 によ る改 正 後の 江田 島市 重 度心 身障 害者 医 療 費 支

給条 例第 ５ 条の 規定 の適 用 につ いて は， 同 条中 「２ ００ 円 」と あ

るの は「 １ ００ 円」 と読 み 替え るも のと す る。  

附  則（ 平 成１ ８年 ９月 ２ ６日 条例 第４ ４ 号）  

（施 行期 日 ）  

１  この 条 例は ，平 成１ ８ 年１ ０月 １日 か ら施 行す る。  



（経 過措 置 ）  

２  この 条 例の 施行 の前 に 受け た医 療費 に 係る この 条例 に よる 改正

前の 江田 島 市乳 幼児 等医 療 費支 給条 例， 江 田島 市ひ とり 親 家庭 等

医療 費支 給 条例 ，江 田島 市 老人 医療 費助 成 条例 及び 江田 島 市重 度

心身 障害 者 医療 費支 給条 例 によ る医 療費 の 助成 につ いて は ，な お

従前 の例 に よる 。  

附  則（ 平 成２ ０年 ３月 ７ 日条 例 第 １４ 号 ）  

（施 行期 日 ）  

１  この 条 例は ，平 成２ ０ 年４ 月１ 日か ら 施行 する 。  

（経 過措 置 ）  

２  この 条 例の 施行 の日 前 に受 けた 医療 に 係る この 条例 に よる 改正

前の 江田 島 市ひ とり 親家 庭 等医 療費 支給 条 例， 江田 島市 老 人医 療

費助 成条 例 及び 江田 島市 重 度心 身障 害者 医 療費 支給 条例 に よる 医

療費 の助 成 につ いて は， な お従 前の 例に よ る。  

３  この 条 例の 施行 の日 か ら平 成２ ０年 ７ 月３ １日 まで の 間， 第３

条の 規定 に よる 改正 後の 江 田島 市重 度心 身 障害 者医 療費 支 給条 例

第３ 条の 規 定の 適用 につ い ては ，平 成２ ０ 年３ 月３ １日 に おい て

江田 島市 重 度心 身障 害者 医 療 費 支給 条例 に 基づ く規 則の 規 定に よ

り江 田島 市 から 江田 島市 重 度心 身障 害者 医 療費 支給 条例 に よる 医

療費 の支 給 を受 ける こと が でき るこ とを 証 する 書面 （次 項 にお い

て「 受給 者 証」 とい う。 ） の交 付を 受け て いる 者（ 国民 健 康保 険

法（ 昭和 ３ ３年 法律 第１ ９ ２号 ）の 被保 険 者で あっ て， 同 法第 １

１６ 条の ２ に規 定す る病 院 等へ の入 院， 入 所等 によ り， 江 田島 市

の区 域外 に 住所 を有 する も のに 限る 。） で あっ て， この 条 例の 施

行の 日以 後 高齢 者の 医療 の 確保 に関 する 法 律（ 昭和 ５７ 年 法律 第

８０ 号） の 被保 険者 とな っ たも のは ，国 民 健康 保険 法の 被 保険 者

とみ なす 。  

４  この 条 例の 施行 の日 か ら平 成２ ０年 ７ 月３ １日 まで の 間， 平成

２０ 年３ 月 ３１ 日に おい て 江田 島市 重度 心 身障 害者 医療 費 支給 条



例に 基づ く 規則 の規 定に よ り江 田島 市か ら 受給 者証 の交 付 を受 け

てい る者 に つい ては ，第 ３ 条の 規定 によ る 改正 後の 江田 島 市重 度

心身 障害 者 医療 費支 給条 例 第３ 条第 ２項 第 ４号 の規 定は ， 適用 し

ない 。  

 


